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意見書の送付について 意見書とは市の公益に関することについて、
議会の意思を意見としてまとめた文書です。

６月定例会で次の意見書を可決し、関係機関に送付しました。

　聞こえる人たちは、「声を出す、または声を聞く」という音声言語（日本語）を使用して、コミュ
ニケーションを行なっている。ろう者は、昔から「手指、体の動き、表情を使う、またはそれら
を目で見る」という視覚言語（手話）を使用して、コミュニケーションを行なってきた。しかし、
法的には、手話は言語として認められていなかったために、ろう者は社会のいろいろな場面で不
利益を被り、差別され、排除されてきた。ろう学校では手話を使うことを禁止され、手話を使う
ことは恥ずかしいことだと教えこまれ、社会でも周囲の好奇心の目から隠れるように手話を使っ
てきた。また、聞こえる人たちとコミュニケーションができないため、まだまだろう者や手話に
対する理解が社会では進んでいない。
　平成18年12月に国連で採択され、日本でも平成26年１月に批准し、２月に発効した障害者権利
条約は、生活・仕事・司法・参政権・医療など、あらゆる面で障害者の権利を守り、社会に合理
的配慮を求めた条約である。同条約第２条において、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の
形態の非音声言語をいう。」と定義されたことにより、「手話が言語である」ことが世界的に認め
られた。
　日本においても、その条約の批准に向け、平成23年に障害者基本法を改正し、同法第３条第３
号において、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段
についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択
の機会の拡大が図られること」と定められた。
　また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義
務づけており、それに基づいて、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞
こえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話を使い、さらには手話を言語として
普及、研究することができる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考
える。
　以上のような理由から、国においては、手話やろう者に対して理解がある社会、ろう者が安心
して暮らせる社会を目指し、「手話言語法（仮称）」を制定するよう要望する。

 　　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
 
 　　　平成２６年６月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿市議会議長　原　田　勝　二

手話言語法（仮称）制定を求める意見書
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